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改
選
後
初
と
な
る
平
成　

年
第
２
回
定
例
会
が
９

１９

月　

日
か
ら
９
月　

日
ま
で
の　

日
間
の
会
期
で
開

１２

２６

１５

催
し
ま
し
た
。

　

議
案
と
し
て
提
案
さ
れ
た
の
は　

平
成　

年
度
各

（１）

１８

会
計
決
算
の
認
定
が
９
件　

平
成　

年
度
一
般
会
計

（２）

１９

お
よ
び
介
護
保
険
特
別
会
計
の
補
正
が
２
件　

一
般

（３）

職
お
よ
び
特
別
職
の
給
与
削
減
に
関
す
る
議
案
が
３

件
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
特
に
給
与
削

減
に
関
す
る
も
の
は
総
務
・
教
育
委
員
会
に
付
託
さ

れ
、
資
料
要
求
を
含
め
、
長
時
間
に
わ
た
り
質
疑
が

さ
れ
ま
し
た
。

　

一
方
、
一
般
質
問
は
、
新
人
議
員
６
名
を
含
む　
１２

名
が
登
壇
し
、
財
政
健
全
化
や
教
育
行
政
の
在
り
方

な
ど
、
行
政
全
般
に
わ
た
り
質
疑
を
行
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
決
算
認
定
に
関
し
て
は
、
資
料
要
求
を
実

施
し
、
閉
会
中
の
継
続
審
査
の
手
続
き
を
経
て
、　
１０

月　

日
か
ら　

日
ま
で
の
３
日
間
の
日
程
で
審
査
を

１５

１７

行
い
ま
し
た
。
（
決
算
審
査
内
容
は
、
次
回
に
掲
載

予
定
）

　

尚
、 
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員
に
多
田 
久 

ひ
さ
し

氏
の
選
任
、 
教
育
委
員
会
委
員
に
森
口 
達 
氏
の
任
命

さ
と
る

に
同
意
し
ま
し
た
。

�������	
���������

第
2
回
定
例
会
　

本
委
員
会
に
は
、
平
成　

年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
第
２
号
と
平
成

１９

　

年
度
介
護
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
第
1
号
が
付
託
さ
れ
ま
し
た
。

１９去
る
９
月　

日
に
審
査
を
行
い
ま
し
た
。

２０

　

主
な
内
容
と
し
て
は

　
　
　

カ
ル
ル
ス
墓
地
の
一
部
民
有
地
判
明
に
伴
う
買
取
に
つ
い
て

（１）

　
　
　

季
節
労
働
者
に
対
す
る
就
労
支
援
事
業
へ
の
分
担
金
支
出
に
つ

（２）

　
　

い
て

　
　
　

図
書
購
入
の
指
定
寄
附
に
対
す
る
使
途
変
更
の
考
え
に
つ
い
て

（３）

　

な
ど
の
質
疑
を
行
い
、
全
会
一
致
を
も
っ
て
、
原
案
を
可
決
し
ま
し

た
。 補

正
予
算
審
査
特
別
委
員
会
報
告

総
務
・
教
育
委
員
会
報
告

　

本
委
員
会
に
は
、
特
別
職
・
一
般
職
（
管
理
職
含
む
）
の
給
与
を
削

減
す
る
議
案
が
付
託
さ
れ
ま
し
た
。
審
査
に
あ
た
り
、
平
成　

年
８
月

１９

に
示
さ
れ
た
「
中
期
財
政
見
通
し
」
を
基
に
、
給
与
削
減
の
根
幹
理
由

を
検
証
す
る
た
め
、
具
体
的
な
資
料
を
要
求
し
ま
し
た
。
去
る
９
月　
２５

日
、　

日
の
２
日
間
に
わ
た
り
審
査
を
行
い
ま
し
た
。

２６

　

主
な
内
容
と
し
て
は
、

　
　
　

登
別
温
泉
小
学
校
跡
地
、
幌
別
町
の
職
員
住
宅
等
遊
休
不
動
産

（１）

　
　

に
入
っ
て
い
な
い
土
地
の
利
用
状
況
に
つ
い
て

　
　
　

指
定
管
理
者
制
度
導
入
に
お
け
る
財
政
効
果
等
の
検
証
に
つ
い
て

（２）

　
　
　

財
源
確
保
に
お
け
る
受
益
者
負
担
の
適
正
化
の
考
え
方
お
よ
び

（３）

　
　

目
標
額
に
つ
い
て

　
　
　

給
与
削
減
に
伴
う
職
員
の
士
気
お
よ
び
市
民
サ
ー
ビ
ス
へ
の
影

（４）

　
　

響
に
対
す
る
考
え
方
に
つ
い
て

　
　
　

職
員
採
用
計
画
と
再
任
用
制
度
導
入
の
考
え
に
つ
い
て

（５）

　

な
ど
多
岐
に
わ
た
る
質
疑
を
行
い
ま
し
た
。

　

結
果
と
し
て
、
特
別
職
に
関
し
て
は
、
全
会
一
致
で
原
案
可
決
し
ま

し
た
が
、
一
般
職
に
関
し
て
は
、
「
財
政
健
全
化
に
向
け
た
取
り
組
み

に
関
し
て
検
証
し
、
年
度
ご
と
に
進
捗
状
況
を
報
告
す
べ
き
」
と
の
附

帯
意
見
を
つ
け
、
賛
成
多
数
で
原
案
可
決
し
ま
し
た
。


